
1 
 

日本原子力学会 2016 年春の年会 企画セッション 総合講演・報告 3 
「断層の活動性と工学的なリスク評価」調査専門委員会 中間報告 

議事概要 
 
日 時：2016 年 3 月 26 日（土）13:00～14:30 
場 所：東北大学川内キャンパス 講義棟 B201（F 会場） 
参加者：約 50 名 
 

◆開会 座長 岡本孝司氏（東京大学） 
本調査専門委員会（主査 奈良林直・北海道大学教授）では、断層の活動等に伴って生じる断層

変位も外部ハザードのひとつと捉え、施設に与える影響に関する工学的な評価手法について検討

を進めてきている。断層の活動性の有無ではなく、変位が生じた場合の施設に与える影響につい

て工学的な対応策の検討をすることが、原子力の安全における総合的な対応になると考えている。

検討に当たっては、原子力学会以外の方々も含めて、これまで 1 年半の活動を進めてきて、今回、

中間報告としてご報告する。セッション全体としては、重要な地盤分野の専門家からのご講演、

理学と工学の間の協調に関するご講演も含めて、本調査専門委員会に関連する事項の概括となる。

総合討論の時間をとるので、忌憚のないご意見をいただきたい。 
 
◆「調査専門委員会について」奈良林直氏（北海道大学） 
 調査専門委員会の活動目的、活動内容、検討範囲等の紹介の後、断層変位の種類、断層変位と

いう自然現象の理解の重要性、評価対象となり得る断層変位量とともに、線状の災害源となる断

層変位に対する原子力安全からのアプローチ（シナリオに基づくリスク評価、深層防護の概念の

適用など）の考え方と現状の規制基準等との関係について説明があった。さらに、断層変位によ

る原子炉施設への影響の予想や補機系（サポート系）の重要性の指摘に加えて、施設の影響に対

する具体的な対応策（深層防護の第３層までの処置、可搬型設備による事象収束、特定重大事故

対処施設の活用など）の説明があり、断層変位も外部ハザードのひとつと捉えて、総合的なリス

クを把握した上で、原子力施設の安全性向上につなげていくことの重要性が強調された。 
＜質疑は、総合討論の際にまとめて行うこととされた。＞ 
 
◆招待講演「岩盤の力学挙動の数値解析モデルについて」京谷孝史氏（東北大学） 
 第二次大戦後に欧州の復興を契機に本格化した岩盤力学の歴史の紹介の後、不連続体を有する

複雑な構造体である岩盤を扱う岩盤力学の課題について、力学モデルにおける取扱いの現状（連

続体モデル、均質化理論の適用等）を中心に紹介があった。また、力学モデルに基づく最新の数

値シミュレーションの事例紹介があった（トンネル路盤を隆起させる膨潤性粘土鉱物の変形挙動、

粒状体モデルの解析例など）。まとめとして、計算機技術の発展により適切なモデル化で信頼性を

有する数値解析ができる環境が整いつつあることを踏まえ、岩盤についても、合理的な構造体モ

デルの構築と適切かつ十分なケーススタディによる予測評価の実現に向けた取組みの方向性と課

題の紹介があった。 
＜質疑＞ 
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（座長）膨潤性粘土鉱物（スメクタイト）による変形挙動のシミュレーションは非常に興味深い

ものであったが、スメクタイトというのはどこにでも存在しているものなのか。 
（京谷氏）過去に熱水変質を受けたような場所では粘土鉱物が生成されていて、そこが水分を吸

ってメカニカルに膨らもうとする。トンネルを建設した際には問題がないが、時間遅れで膨

潤の影響が生じてくるという現象である。全体的に力が加われば問題ないが、部分的に加わ

ると構造物に影響が生じ得る。 

（会場）岩盤の数値解析について、V&V の現状を教えていただきたい。 
（京谷氏）方法論も含めて、体系的な V&V は取り組むべき課題と認識している。過去に、地下

発電所の建設をする際に、建設前の予測と建設後の計測データを比較していた実績はあるが、

現在の目で見ると V&V と言うには十分ではなかったと思う。 
 
◆招待講演「理学と工学の間で協調的な対話を進め、断層変位ハザードに対応しよう」 

谷和夫氏（東京海洋大学） 
 原子力施設の敷地内断層の評価において生じている問題を念頭に、技術者（Engineer）、科学

者（Scientist）、国民（Public）の心象風景の様相と問題の背景（“変位が生ずるおそれがない”

ことの証明は困難、工学の対応に不信感、“断層変位を決めてくれ”は無理な注文、現状ではリス

クを評価することは容易ではない）について紹介があった。このような状況を踏まえて、問題解

決のために、地盤工学分野で策定された「包括基礎構造物設計コード（地盤コード 21）」の考え

方を参考に、信頼関係の構築・連帯責任・総合的な評価を目指して、「リスクの大きさを厳密に決

めることが難しいことを前提に、理学と工学の専門家が、協調的な対話を通じて、施設の安全性

を総合的に評価する」という新しい仕組みの提案がなされた。 
＜質疑＞ 
（会場）事業者と規制委員会の間で議論になっている敷地内破砕帯の問題では、理学と工学の対

話はなされているのか。 
（谷氏）規制委員会の有識者会合は、ハザード側の Scientist の方々のみが集まって議論をしてお

り、施設に与える影響を考える Engineer 側は全く関与していない。両者が同じテーブルに

着く仕組みへの改善が必要だと思う。 

（会場）紹介のあった地盤の調査者と設計者の対話を求めるコードができて、実績として、対話

を通じて両者が深く理解するようになったのかどうか、理解が進んだとすればそれはどうい

う点がキーポイントなのか。お互いを理解し合うという点なのか、あるいは自分達の技術の

限界を知ったということなのか。 
（谷氏）例えば、建物の杭の設計をするのは構造設計者で、一方、そこに使う地盤の情報は地盤

調査者が、例えば標準貫入試験などを実施して提示している。最近問題となったマンション

のような問題が起こると、結局どちらが責任をとるのかということが問題になるが、現状は

建築士、すなわち構造設計者が調査計画も含めてすべての責任をもつという法律になってい

る。このコードが主張していることは、協調、連帯責任ということだが、日本の建築分野で

は、まだこの協調的な対話が取り入れられていない。将来的には、専門家が協調して、連帯

して責任を持つというのが主張している方向性である。 
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（会場）理学と工学の関係について深く考察されていて、本質的なところを突いている。その上

で、例えばこの調査専門委員会の意義を考えたときに、これまでは専門家それぞれが自分の

殻に閉じこもったところからお互いに言い合っているような状況があり、工学の側からすれ

ば、工学の側からの発信があまりに少なすぎたと思う。それは工学の責任を果たしていると

は言えない。断層変位が 1 ミリでも生じたら許さないというルールは問題だとは言っている

が、それでは、どういうことが起こって、どういう風に対応するから大丈夫だという、シナ

リオ、フラジリティ、発生するリスクをどう捉えるかということの体系的な考えを示すとい

う工学の責任を果たしていない。その点についてはどうお考えか。 
（谷氏）ご指摘はまったく正しいと思う。工学側がルールの作り方とかシナリオを示してこなか

ったところはある。それをこの調査専門委員会できちんと体系立てて、方向性を示していく

ということだと思う。報告書をまとめていく際に配慮したいことは、工学では馴染深い論旨、

用語について、理学の専門家の方々には新規な概念、たとえばリスク評価などにも関心を持

っていただけるように分かり易く伝えることである。いっしょに安全性評価をやりましょう

という方向に次のステップでもっていければ良いと思う。 
 
◆「調査専門委員会の検討状況（中間報告）」百々隆氏（原子力安全推進協会） 
 調査専門委員会の中間報告として、以下の説明があった。 
・断層変位という現象の理解が重要であり、また、断層変位をもたらした成因の考察が重要で、

成因により原子力安全のアプローチが変わり得る。 
・本報告では既設の原子力施設を対象に、地震に起因する断層変位を対象にしている。 
・原子力施設に対する詳細な地形・地質調査を前提にすると、施設直下で評価対象となり得る断

層変位は、主断層のような大きな変位を生じさせるものではなく、1 回当たりの変位量が数十

センチ以下程度の、例えば副断層のようなものになると整理できる。 
・施設の影響評価については、原子力学会標準「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に

関する実施基準：2014」に規定されている四つの評価方法を取り込んだ全体評価フローを構築

した。この適用により、原子力安全のための評価をすることができる。 
・本報告では、四つの評価方法のうち、事故シーケンスを考慮し、設備の分散配置の効果も把握

できる「裕度評価」によるリスク評価の適用イメージを報告する。 
・適用イメージを示すために複数の断層変位量を任意に設定し、施設直下の断層変位を仮定

（ここでは縦ずれと設定）。 
・断層変位による原子炉建屋等への影響、機器・配管系への影響について、後段側が必要な

評価結果を的確に引き渡し、地震 PRA で用いられている既存の事故シーケンス評価モデル

を活用して、ここでは炉心損傷シーケンスの有無に着目した炉心損傷に対する裕度評価の適

用イメージを提示。 
・この評価方法の適用により、一定の変位量に対して炉心損傷に対する裕度を有しているこ

とを評価できること、一定の変位量を超えた場合には可搬型設備の活用が有効であることや

更なる対応策を講じるための意思決定につながる評価ができる。 
・最終報告に向けて、適用イメージの追加や検討事項について更に検討を深めていく。 
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◆総合討論 
（会場）リスク論の捉え方については、包括的な枠組みの中での位置づけが必要と考えているが、

本日の報告では、その点が整理されてきていると思う。 

（会場）具体的な適用イメージというのは非常に重要で、本日の説明は建屋と機器の話であった

が、海水取水路のような屋外土木構造物についても整理の中に入るのか。 
（百々氏）本日は原子炉建屋直下で断層変位が生じた場合のイメージであるが、ご指摘の点は、

今後、整理していく。なお、炉心損傷という観点で整理すると、PWR であれば蒸気発生器を

介して大気をヒートシンクとする冷却や可搬設備の活用もあるので、海水系が使えなくなっ

ても炉心損傷には至らないというパスがあるだろう。 
（会場）ヒートシンクの問題は重要と考えるので質問した。評価を除外できるのなら、除外でき

る理由をきちんと記載する必要がある。 
（百々氏）ご指摘のとおりで、最終的にはあらゆる事故シナリオを包括していることを示してい

く。 
（奈良林氏）BWR でも、フィルターベントを備えることにより大気をヒートシンクとして活用す

ることができる。 
（座長）重要なのは、ヒートシンクに多様性があるということ。 

（会場）報告書がまとまった際に、規制側へのアプローチや海外の関係機関との連携などはどの

ように考えているのか。また、一般国民が理解できるような情報発信も重要だと思う。 
（奈良林氏）規制委員会には、この調査専門委員会が立ち上がった際に趣旨説明をし、工学的な

検討をきちんと進めて欲しいとのことであった。検討結果がまとまれば、説明していきたい

と考えている。また、海外の関係機関と意見交換することも重要で、それが透明性にもつな

がるし、検討結果は活用していただければと思うので、そのような取組みも進めていく。 
（谷氏）国民に対するアピールも大事なので、マスコミや一般への情報提供も進めて欲しい。 
（座長）百々氏の説明に「社会とのコミュニケーション」とあったが、最近の裁判の状況を見て

いても、断層問題に限らず我々の情報発信は明らかに不十分である。そういう意味でも、ご

指摘の点は非常に重要である。 

（会場）中間報告に関して、非常に緻密に論理を組み立てて検討を進めていることに敬意を表す。

ただ、敷地内断層の件はもう 2 年も 3 年も前から問題になっていて、事業者の見解と規制委

員会側の見解が全然違っている。そのあたりについても学会としての評価が要るのではない

だろうか。明らかにおかしい点については、見解を対比して、少し立ち入ったところまで検

討して、提案していくようなことも必要ではないか。 
（奈良林氏）この調査専門委員会の活動は、特定の発電所に対しての意見をまとめるのではなく、

汎用性のあるかたちで、考え方、リスク評価の考え方、工学的な対策についてまとめていく

こととしている。学術の立場からは、そのアウトプットを、規制側にも事業者にも活用して

いただきたいというスタンスである。 
 
◆閉会 座長 

この断層変位の問題というのは、自然現象のひとつとして重要なハザードのひとつである。そ
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の他の多くのハザードとともに総合的に考えながら対策をしていくことが本来の在り方だと考え

る。本日の中間報告にもあったように、断層変位が生じたところが局所的に損傷する可能性があ

り、これへの対応は、新規制基準で求められている航空機衝突に対する対応と類似したものにな

ると考えらえる。そういう観点で、航空機衝突であるとか断層変位であるとかを総合的に考えな

がら工学的な対応をとっていくことが非常に重要である。なぜそのように言うかというと、9.11
の後に、もしテロ対策ができていれば、福島第一でも津波に対する防御ができたのではないかと

いう思いがあるからである。断層変位も排除することなく、ひとつのインプットとしてのハザー

ドとしてしっかりと対策をとるための議論をすることが重要。断層の活動性が有るか無いかで議

論が終わるのではなく、有る場合でも無い場合でもどちらでもしっかりと対応をとっていくとい

うことが、工学的な対応として重要である。次回（2016 秋の大会＠久留米）では最終報告をした

いと思っているので、また、しっかりとご議論させていただければと思う。 
以上 
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2016 年 3 月 26 日 
 

「断層の活動性と工学的なリスク評価」調査専門委員会の 
検討状況（中間報告） 

 

1. はじめに 

1-1. 調査専門委員会の活動目的 

 「断層の活動性と工学的なリスク評価」調査専門委員会（主査：奈良林直 北海道大学教授）では、活断

層の活動等に伴って生じる断層変位も外部ハザードの一つと捉え、施設に与える影響に関する工学的な評

価手法について、既往の研究成果を活用しながら、関連する多分野の専門家の協働により調査検討を行う

（図 1）。  

それに基づき、不確実性を踏まえたトータ 

ルのリスク評価、リスクを低減するためのア 

クシデントマネジメントの方策等にまとめ、 

原子力施設の安全性向上に資していく。  

成果は報告書にまとめて国内外に発信する 

とともに、標準化の活動等に供していく。 

 

1-2. 活動状況 

本調査専門委員会の設置期間は、2014 年 10 月～2016 年 9 月の 2 年間であり、これまでの 1 年半の間に、

調査専門委員会を 7 回、傘下の原子力分科会を 5 回開催し、調査検討を行ってきた。 

この 2016 年春の年会において中間報告を行い、本年 9 月までに最終報告書をまとめる予定である。 

 （検討状況はホームページ参照 http://www.aesj.net/sp_committee/com_dansou）。 

 

2. 検討の背景、問題認識 

2-1. 断層変位への取組みの必要性 

我が国は地震国であることから、原子力施設の立地・設計においては、最新の知見を踏まえて地震や津

波を考慮した取組みが行われてきた。 

しかし、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、東京電力福島第一原子力発電所は安全上重

要な施設は地震動に対して機能を維持したが、想定を上回る高さの津波の来襲を受け、全電源喪失とそれ

に伴う過酷事故が誘起された（以下「福島第一事故」という。）。事故の要因として、各事故調査報告書で

は、津波の想定において最新知見の反映ができていなかったことや、想定を超える事象に対する備えがで

きていなかったことなどが指摘されている。  

この事故により、社会は、“原子力が持つリスクがどのように顕在化するのか”を経験し、また、不確実

さの大きい自然現象に対する原子力施設のリスク管理への取組みをあらためて考える重大な契機となった。  

導き出される重要な教訓の一つは、関連する分野の専門家は、お互いに協力して、どのように原子力安

全の確保に取り組むべきかをもっと注意深く考え、施設の安全性向上・リスク低減に向けた弛まぬ取組み

を進めていかねばならないということである。 

福島第一事故後の規制体制や基準が見直される中で、既設の原子力施設において、敷地内の断層変位の

可能性の有無についての議論が生じており、断層変位の施設への影響の解明が喫緊の課題となっている（図

図 1 学術分野横断の検討スキームの構築 
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2）。  

地表に断層変位が生じる頻度は非 

常に低く、不確実さが大きい現象で 

ある。また、実験による模擬も難し 

い。このような不確実さが大きい事 

象の理解においてはその分野の専門 

家の意見が重要となるが、特に自然 

科学の分野においては、専門家でも様々な見解が存在し得る。 

 

2-2. 工学的対応の重要さ 

原子力施設の利用を進めていくに際して、福島第一事故の反省の上に立てば、対象とする自然現象がど

れだけ分かっていて、不確実さがどの程度あるのかについて専門的な知見を動員し、施設の安全性評価の

観点から幅広い意見を集約し、科学的に多面的に検討を行うことが必要となる。 

そして、最新の知見を反映した想定を行ったとしても、特に自然現象は不確実さが大きく、想定を超え

ることが起こり得るものとして備えをしておかねばならない。このことは、我が国において福島第一事故

以前には欠けていた点である。科学的想像力を持ち、あらゆる力を使ってそれに備えるという発想が求め

られている。想定外をなくすには、多面的な多くの想定を行う以外にはない。  

想定を超えた領域への対処は、リスク評価に基づく手法によって検討を行い、その評価結果から得られ

る情報を活用して、施設の安全性向上等のための意思決定を行うことが重要となる。リスク評価は、想定

を超える外力に無防備になるのを防ぐために意義がある。また、リスク評価は、原子力安全の基本概念で

ある深層防護の有効性を確認することにもなる。  

このような科学的、技術的に合理的な取組みによりリスクを低減していく努力によって、「人と環境を守

る」という原子力安全の目的を達成していかねばならない。  

原子力施設という総合システムの安全確保は、幅広い分野の知の統合により成り立つものである。自然

科学分野の知見も最大限活用し、原子力施設の安全確保を確実なものとするために、工学の果たす責任は

極めて大きい。工学の責任は将来予測ではなく、想定を超える事象まで含めてシステムパフォーマンスを

明確化し、原子力安全のため、更にどのような対処をすべきかを提示していくことである。  

本調査専門委員会で対象とする断層変位も、地震や津波などと同様に外部ハザードとなり得る自然現象

の一つと捉え、上述の認識に則って、その影響の程度を評価し、施設に如何なる影響をもたらすかをシナ

リオとともに評価することが原子力安全の考え方に沿った対応となる。その評価のための技術は、各学術

分野においてすでに蓄積されてきている。 

断層変位の施設にもたらす影響を評価して、対応策などの意思決定に繋げ、その結果を社会に提示して

いくことが、原子力安全に関わる者の責務と言える。  

断層変位の可能性の有無のみの判断（＝いわば“ゼロ変位要求”）をしても、原子力安全に関わるリスク

を評価したことにはならない。 断層変位が生じる頻度やその特徴などの不確実さも踏まえて、科学的に分

析されたシナリオとともに断層変位の施設への影響を評価することが、原子力安全に関わるリスク評価と

なる。リスクを評価し、リスクを可能な限り低減させる努力を促すことができる首尾一貫した考え方が重

要である。 

福島第一事故の教訓を踏まえて原子力利用について社会の信頼を獲得していくために、リスクの再認識、

原子力安全を確保するための一貫した取組み、安全性を継続的に改善する姿勢、それらに関する国内外へ

図 2 地表付近の主な断層変位 
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の説明責任が重要であるということを、本調査専門委員会としても強く認識するものである。  

 

3. 断層変位に対するリスク評価の基本的考え方 

3-1. 原子力安全の考え方 

原子力安全の目的は、人と環境を、原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から防護するこ

とであり、原子力施設の安全確保の目標は、人や環境に放射線の有害な影響を与えるような事故の可能性

を確実に極めて低いものとすることである。 

これらの達成のため、国際的にも有効であると考えられているのが、深層防護の概念の適用である。  

深層防護とは、原子力安全の目的の達成のために、ある目標をもった幾つかの障壁（防護レベル）を用

意して、あるレベルの防護に失敗したら、次のレベルで防護するという概念である。 

これは、人と環境に影響を与えるまでの種々の現象には人知が及ばない振る舞いが存在し得ることから、

事前に充分と思われた対策でも思いがけない理由で失敗するかも知れないという不確実さの影響を考慮し

て、別の対応策、次の防護レベルの対応策を繰り返すことにより、一連の防護策全体の実効性を高めると

いう考え方である。  

これら防護レベルの手段には、物理的な障壁のほか、例えば制御・管理や緊急時における対応手段も含

まれる（ハード対策、ソフト対策）。  

具体的な対応策においては、防護レベルを多層とすることを基本的な考え方として、想定する事象に対

して複数の防護レベルで様々な手段を用意する。  

また、特に自然現象のように不確実さが大きいものに対しては、事前の想定を逸脱したシナリオとなる

場合もあり得るとして、不確実さに対する備えを多層とすることで、防護策全体の効果を高めることがで

きる。  

さらに、極めて頻度の低い事象や経験のない事象に関しては知識の不完全性による限界があることから、

想定を超える領域の存在が否定できないとして、当該ハザードの特徴を踏まえた異なる質（工学的に違っ

た切り口）の防護策を講じておくことが有効となる。  

すなわち、不確かさに対処しつつリスクの顕在化を防ぐために深層防護の概念を適用することが有効で

あり、その的確な適用により、事象の早期の収束や機能の復旧などのレジリアンスの考え方も含めて、全

体として質の高いロバストな対処が可能となる。  

深層防護の考え方は、原子力安全を確保するための普遍的な考え方であり、それを積極的に講じること

が重要な戦略となっている。 

この深層防護の考え方を的確に適用し、効果的にリスクを低減を図るためには、リスク評価を実施する

ことが有効である。  

潜在的なリスクを管理するためには、リスクの三重項（リスクトリプレット）に答えることが必要であ

ることが提唱されている。  

①どのような望ましくないことが起こるか？What can go wrong?（事故シーケンス）  

②その発生可能性は如何ほどか？How likely is it?（頻度）  

③その影響はどのくらいか？What its consequences might be?（影響）  

福島第一事故を踏まえると、リスク評価の重要性が一層高まっている。リスク評価は、定量的なリスク

の程度や弱点の把握ができ、また、多くのシナリオを取り込むことで想定外を少なくすることができる。 

すなわち、「どのような望ましくないことが起こるか」というシナリオを幅広く考慮することが重要で、

事象の進展についての検討を行うアプローチが必須の取組みとなる。その取組みが原子力安全において価
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値を生み出す。  

自然現象の一つである断層変位に対してもこの考え方を適用して原子力安全を考えること、すなわちリ

スクを評価するアプローチが必要であり、そのことにより、原子力安全の取組みが全体として首尾一貫し

た対応となる。  

原子力安全の考え方からは、リスクへの寄与が小さいことが明らかでない限り放置してはならず、リス

クの定量化の努力を行い、定量化が不完全にしかできない場合であっても、合理的に実行可能な評価・対

応策を検討して、社会に提示していくことが必要である。  

 

3-2. 断層変位に対する安全の考え方 

原子力施設の場合、事前の詳細な地形・地質調査によって重要施設の設置地盤に断層変位の想定をする

必要がないことを確認し、特に原子炉建屋に関しては設置地盤の検査（岩盤検査）を実施し、施設の支持

性能に問題が生じるものではないことを確認してきた。 

すなわち、施設を設置する場合は、断層変位を「避ける」という考え方によって、断層変位の想定を不

要としていた。  

一方、もとより施設の設置地盤（岩盤）には破砕帯などの弱面が存在しているので、地震動の影響に対

する設置地盤の支持性能等の検討はこれまでもなされている。  

福島第一事故の教訓を踏まえると、可能な限り想定外をなくすことが必要で、その上で、想定を超えた

領域に対しても対処を行い、リスクをできる限り低減することが求められる。 

断層変位については、上記のとおり、施設設置時点の判断により施設への影響評価の想定に含めていな

かったが、想定から排除せずにリスク評価を行うことが、隙間のない一貫した原子力安全の対応となる。  

既設の原子力施設において、新たな情報等によって断層変位の考慮の必要性が生じた場合には、地形・

地質調査などから得られる情報に基づき断層変位という事象の内容（発生位置、ずれ量、方向、頻度など）

を想定し、次のステップとして施設に対する影響の検討を行うことが基本的な手順となる。これら評価に

おいては、不確実さが適切に考慮されねばならない。  

その上で、想定する断層変位を設定しても、事象 

の不確実さが大きいことから、想定を超える場合も 

考慮してリスク評価を行うことが必要である（図 3）。  

ここで、断層変位により発生する事象に対しても、 

深層防護の考え方で対処することが基本であり、有 

効である。知識やデータが限られている低頻度事象 

に対して、深層防護は一層重要な戦略となる。  

既設の原子力施設においては、福島第一事故の経 

験を踏まえ、深層防護の考え方も適用しながら、ア 

クシデントマネジメントなど、様々な対応策が講じられている。 

これらは断層変位を想定して講じられてきているものではないが、事故以前よりもロバストな防護策が

講じられていると考えられることから、これらも含めて、断層変位に対する評価をしていくことが技術的

に理に適っている。  

具体的には、例えばすでに地震動などに対してなされていた設計あるいはその設計裕度の範囲において、

想定する断層変位に対しても安全上重要な機能を有する施設（SSC）の要求性能が満足されるかを確認す

る。変位量の程度によっては、施設の有する安全機能に支障を与えない場合が考えられる。  

図 3 既設炉の対する評価手順案 
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また、既設炉の当初設計においては断層変位を設計基準事象としては想定していなかったことから、必

要に応じて、福島第一事故後に拡張・強化された影響緩和策（アクシデントマネジメント）も含めた有効

性についても検討を行う。  

さらに、想定を超えた断層変位に対してもリスク評価を行い、アクシデントマネジメントの有効性の検

討を行う。  

これらの評価・検討においては、断層変位の生じる頻度や現象の特徴を踏まえた考慮が重要となる。  

例えば、想定する断層変位の位置は、調査により施設直下の設置地盤の断層位置（弱面の位置）に設定

することができる。このことは、断層変位により施設に発生するせん断応力等の伝搬が施設内において空

間的に限定される可能性があるので、そのことを事故シナリオの中に考慮することが重要となる。同様の

機能を有する SSC が分散配置されていれば、共通要因故障の回避を考慮することができる。さらに、現在、

より一層の信頼性向上のために航空機落下やテロなどへの対処が検討されており、想定を超える断層変位

の評価においては、このような大規模損壊に対する対応策も考慮することができる（図 4）。  

以上、断層変位に対しても多段階リスクマネジメントのスキームで考えていくこと、すなわち、高頻度

で被害が小さい事象に対する対象領域から、低頻度ではあるが被害が大きい対象領域まで、それぞれの領

域に応じた考え方、例えば工学的に質の異なる対応策で考えていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本調査専門委員会の検討に当たっては、日本原子力学会標準委員会から発刊されている「原子力

安全の基本的考え方について 第Ⅰ編 原子力安全の目的と基本原則」 、「原子力安全の基本的考え方につ

いて第Ⅰ編 別冊 深層防護の考え方」、「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：

2014」などを踏まえている。 

図 4 新規制基準への対応策の概要 
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4. 断層変位について 

4-1. 断層変位という自然現象の理解 

本調査専門委員会で対象とするのは、施設の設置地盤に変位（ずれ）が生じる自然現象である。これを、

ここでは“断層変位”と呼称する。  

断層変位を生ずる代表的なものは、地震をもたらす震源断層によるずれが地表にも及んだ場合の変位（主

断層）や、主断層の周辺に副次的に生じる変位（副断層）がある。そのほか、重力性の地すべりなど、地

震とは関係のない成因によって生じる変位も知られている（図 2 参照）。 

以下、特に断りのない限り、ここでは地震に起因する断層変位を代表として論じる。  

断層変位という現象を理解した上で、不確実さを考慮して、変位の想定、施設への影響評価のプロセス

の中に考慮していくことが必要である。  

断層変位という現象の特徴として、主に以下の点が挙げられる。 

 頻度：非常に低い…活動履歴の情報が少なく、定量的に扱い難い 

 場所：震源断層の直上や近傍で、狭い幅に限定…既存の岩盤中の弱面を活用 

 性状：局所的なせん断変形、ランダム性があり複雑 

 タイミング：地震時  

断層の活動性や連続性を評価するために、自然に残された痕跡を対象に地形・地質の調査が行われるが、

専門家の間でも評価が異なる場合があり、それぐらい難しい自然現象であるという認識に立つ必要が要る。  

一方、断層変位は、自然に残された痕跡を有効に活用し得る対象であるということも言え、過去に生じ

た断層変位のデータを蓄積する努力がなされている。これまでの知見、経験を踏まえて、どのようなこと

が起こり得るかはある程度説明することができる。得られている知見は可能な限り活用する姿勢が重要で

ある。  

断層変位が認められる自然露頭において、それが主断層による変位なのか副断層による変位なのかの認

定が困難な場合もあるが、施設への影響評価の観点からは、その他の成因も含めて、当該変位の成因の検

討は重要である。すなわち、断層変位は様々な成因によって生じるので、成因によって、変位の発生する

位置、変位量、繰り返し発生するか否か、変位が生じる速度（瞬時なのか否か）などが異なる。原子力安

全の観点から施設への影響を検討する際には、単に変位の有無に着目するのではなく、その成因が重要な

意味をもつ。 

 

4-2. 対象となる断層変位量のイメージ 

過去における断層変位の痕跡は、自然の地層、地盤中に残っている場合があり、その情報を最大限活用

して、断層変位量のイメージを整理してみる。  

主断層は１回のずれの量が大きく、過去に繰り返し動いた痕跡を地形・地質に残している。ただし、1

回当たりの変位量が小さい場合は、地形・地質への痕跡が残り難い場合があり得る。  

これまでの地形・地質分野の知見からは、日本の主断層の１回当たりの変位量は、～数十 cm～数 m～10m

程度と言える。主断層（活断層）の活動間隔は、短いもので数百年、平均的には数千年、長いもので数万

年である。 

なお、実際の現場では、主断層なのか副断層なのかの区別が難しい場合があるが、副断層の変位量は、

当該副断層の起因となる主断層の変位量以下と考えることが適当と言える。  

原子力施設を建設する際には、事前に詳細な地形・地質調査が実施され、特に敷地内や重要施設等を設

置する地盤（施設の支持基盤）における断層の存在、活動性等が精度の高い情報によって把握される。  
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主断層のように 1 回当たり数十 cm 以上の変位は、数千年～数万年前の変位の痕跡を、詳細な地形・地質

調査により施設建設前に把握することが十分にできると考えられる。  

一方、1 回当たり数十 cm 以下の変位は、過去の浸食等の影響により地形・地質に痕跡が残らず、詳細な

地形・地質調査によっても把握することが困難な場合があり得る。変位が最後に生じた時期（最新活動時

期）が古いほど、堆積層中のその痕跡は残り難くなる。  

これらの知見等を踏まえると、個々の原子力施設の事案において慎重な評価を行うことが必要であるが、

既設炉の重要施設等の設置位置において考慮が必要となり得る断層変位は、1 回当たりの変位量が数十 cm

以下で、数千年～十万年に 1 回出現したような頻度のものと整理できるのではないか。  

 

5. 断層変位に対する既設炉の評価手順 

図 5 は、現在検討中の断層変位に対する既設炉の評価手順である。 

このうち、本中間報告では施設に対する影響評価について述べる 

 

5-1. 本調査専門委員会での「リスク評価」について 

原子力学会標準委員会において、「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」

が制定されている。 

この実施基準では、「全ての外部ハザードに対して確率論的リスク評価（PRA）等の詳細なリスク評価が

必要ではなく、リスク評価方法としては、定性的な評価、ハザード分析（発生頻度又は影響）、裕度評価、

決定論的な炉心損傷頻度（CDF）評価など、様々な方法が考えられます」としている。そして、定量的リ

スク評価方法として、①ハザード発生頻度分析若しくは影響度分析によるリスク判断、②裕度評価、③決

定論的な CDF 評価（以下、ここでは「条件付き CDF 評価」と呼称する。）、④PRA 等の詳細なリスク評価

の四つの方法を挙げている。 

本調査専門委員会としては、この実施基準の考え方、四つの定量的リスク評価方法を踏襲し、断層変位

に対する施設影響評価の評価フローの中に位置づけて検討を進めている。  

四つの方法により評価されるリスクのイメージを図 6 に示す。 

 

5-2. 評価方法の適用性 

断層変位の影響に対して四つの評価方法を適用する際には、それぞれの評価方法の限界や成熟度に応じ

て適用することが重要であり、また、活用できる技術情報が限定される場合は、評価が安全側となるよう

な工学的な条件を付して、施設に対する影響の評価結果を得ていくことになる。 

・手法①-2「影響度分析」は、検討用の断層変位のずれ量が小さい場合において、例えば確立された構

造強度の評価体系の中で、施設設置時における耐震設計の裕度などの範囲内で評価することができる。  

・手法②「裕度評価」は、検討用の断層変位のずれ量が大きい場合において、また、断層変位の影響が

空間的に限定され SSC の分散配置の効果を把握する場合において、一部の施設が機能喪失に至ってい

る状態も含めて評価する場合に有効な手法である。  

機能喪失状態を十分に模擬できない場合や評価のための技術情報が不足する場合は、評価が安全側と

なるような工学的な条件を付し、プラントシステム全体の状態を事故シーケンスとして評価すること

により、例えば炉心損傷までの余裕などのリスク情報を得ることができる。 

この手法では、事故に備えて用意している可搬型設備などの活用によるアクシデントマネジメントも

含めて評価することができる。  
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図 6 四つの方法により評価されるリスクのイメージ 

図 5 既設炉の評価手順（検討中） 
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手法②は、いわば欧州のストレステストに類似した手法であり、断層変位のような外部事象に対する

プラントの脆弱性を把握し、必要に応じて改善策を検討するのに有効である。想定を超える断層変位

に対する評価にも適している。  

・手法③「条件付の CDF 評価」と手法④「PRA 等の詳細なリスク評価」は、確率論的な手法（PRA）で

あり、炉心損傷頻度（CDF）などの確率論的なリスク指標を評価できる手法である。  

断層変位に対する PRA は、断層変位に対する施設のフラジリティ評価等に係るデータ拡充の段階にあ

るが、手法③では、安全側の条件を付して事故シーケンスを整理することにより、感度解析としての

リスク情報を得ていく場合に有効で、例えば他の内部事象や外部事象による炉心損傷頻度と比較する

ことにより、リスクの程度を把握することができる。 

断層変位に関する PRA の適用の考え方と課題については、原子力学会標準「原子力発電所に対する地

震を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準:2015」にとりまとめられている。  

 

6. 評価方法の適用イメージ 

中間報告としては、上記の手法②「裕度評価」を適用した場合の検討状況を紹介する。 

（発表資料参照） 

 

7. まとめ（中間報告） 

断層変位が原子力施設に与える影響を評価するための工学的なリスク評価の考え方・手順を提示した。

その適用により、原子力安全のための評価をすることができる。  

例えば今回報告した評価方法（裕度評価）の適用により、安全機能の確認とともに、評価結果を活用し

た可搬設備の有効性の検証や、リスク低減のための更なる対応策ための意思決定をすることができる。  

 

今後、最終報告に向けて、適用イメージの追加（BWR/PWR、施設直下の断層仮定位置、縦ずれ/横ずれ）

など、更に検討を深めていく。 

＜主な検討事項＞  

・不確かさを考慮した「検討用の断層変位」の設定方法（確率論的な手法による情報の活用）  

・各評価間のインターフェースの高度化、設備の耐力情報の整理・充実、対策工の考え方  

・新設プラントへの適用の考え方  

・専門家間、社会とのコミュニケーションの観点  

 

以上 
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